
令和 8 年 1 月  

堺市上下水道局 

 

建物清掃業務及び人的警備業務に係るスライド制度について 

 

このたび、労務単価の変動に対応するため、建物清掃業務及び人的警備業務においてスラ

イド制度を導入しますので、お知らせします。 

 

記 

 

1．対象業務 

業務委託契約のうち、一般競争入札（総合評価一般競争入札を含む）に付している次の業

務を対象とします。 

・建物清掃業務 

・人的警備業務 

 

2．スライド制度の導入 

 上記対象業務について、労務単価が変動したことに伴い契約金額に変動が生じた場合に

契約金額の変更を請求することができる「スライド制度」を導入します。 

制度概要（増額スライドの場合） 

適用条件 

・ 以下の全てを満たすもの。 

ア 履行期間が 12月を超える業務委託契約であること。 

イ 残履行期間が基準日から 2月以上あること。 

スライド協議の 

請求方法 

・ 履行開始の翌年以降の毎年 4 月 1 日を基準日として、受注者

からスライド協議の請求を行う。 

・ 請求可能時期は、基準日が属する月の前月から基準日が属す

る月の末日までである。 

スライド額の 

算出方法 

・ 「最新の労務単価で算出した額に落札率を乗じた額」から「変

更前の契約金額」と「受注者負担額」を差し引いた額 

受注者負担額 ・ 「変更前の契約金額」の 1％を受注者が負担 

※ 対象案件は、入札説明書等で明示しますのでご確認ください。なお、既に公告又は契

約締結が完了している案件は制度適用外です。 

 

3．適用開始時期 

履行開始日が令和 8年 4月 1日以後となる業務から適用します。 

  



【参考】建物清掃業務及び人的警備業務におけるスライド条項の適用例 

 

○履行期間が「令和 8年 4月１日から令和 11年 3月 31日まで」の場合 

 

・基準日（履行開始の翌年以降の毎年 4月 1日） 

初回が「令和 9年 4月１日」となり、次回が「令和 10年 4月１日」となる。 

 

・請求可能時期（基準日が属する月の前月から基準日が属する月の末日まで） 

初回が「令和 9年 3月から 4月まで」となり、次回が「令和 10年 3月から 4月まで」

となる。 

 

・スライド額 

以下は厚生労働省の「スライド条項運用マニュアル」から抜粋した算出例である。 

参考であるため、端数処理や直接物品費率等の取扱いは一例として示すもの。 

 

・対象業務等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発注者積算（当初） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

・変更後（基準日）の労務単価で積算した発注者積算額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スライド額等 

 

 

 

 

 

 

 


